
 

 

 

 

           不法船舶無線に

よる妨害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考〉 

主な不法無線局の概要と妨害事例 

○不法船舶無線 ～免許を受けた船舶無線の通信などを妨害！～ 

船舶無線を使うためには、無線従事者資格と船舶の無線局の両方の免許が必要で

す。 

漁船やプレジャー船等の船舶が、免許を受けずに船舶無線を使用すると電波法違反

となります。 

船舶無線は、海岸局や船舶相互間での通信に使われ、秩序正しい通信が求められま

す。 

不法船舶無線の中には、ルールを無視して、他の無線通信に妨害を与えるおそれが

あります。

〈妨害事例〉 

・船舶の遭難、緊急等の通信に妨害を与える 

おそれがあります。 プレジャー船

○不法アマチュア無線 ～消防・救急用などの重要無線通信を妨害！～ 
漁 船

アマチュア無線を使うためには、無線従事者資格とアマチュア無線局の両方の免許

が必要です。 

不法アマチュア無線の中には、アマチュア無線用に決められた周波数帯以外の周波

数を使用できるように改造して、他の無線通信に妨害を与える悪質な事例が多発して

います。 

〈妨害事例〉 

重要無線通信（警察用無線、消防・救急用無線、鉄道用無

線等）を妨害し、人命の安全、財産の保護等に係る活動が阻

害されます。 

○不法パーソナル無線 ～携帯電話を妨害！～ 

パーソナル無線は、平成 27 年 11 月 30 日をもって免許制度が 

終了しており、新たにパーソナル無線局の免許が付与されること 

はありません。既に付与されている無線局免許については、免許の

限が平成 27 年 12 月 1 日以降になっているものが存在し、免許の 

有効期間まで使用が可能です。 

免許があっても、電力増幅器を使用して空中線電力を大きくし

ている場合やチャンネルを増やして周波数を逸脱したり、パスワ

ードを入力しないと電源が入らないなど無線機を改造している場

合は、すべて不法パーソナル無線となります。 

有効期 

旧マークも 
有効

技術基準適合 〈妨害事例〉 

・携帯電話が使用できなくなります。 マーク 




